
 

 資料３ 

条例の議員定数の変遷 

 

 条例における議員定数の変遷は下記のとおりである。 

（単位：人） 

 旧静岡市 旧清水市 合計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 58年改選 ５２ ４２ ９４ 

昭和 62年改選   ４８（４減）  ４０（２減） ８８ 

平成３年改選 ４８  ３８（２減） ８６ 

平成７年改選 ４８  ３６（２減） ８４ 

平成 11年改選   ４５（３減）  ３３（３減） ７８ 

＊平成 15年 4月静清合併 ５６ 

平成 17年改選（政令市）     ５３（３減） 

＊平成 18年 3月 

蒲原町編入 

５３ 蒲原町１２ ６５ 

５３ 

＊平成 20年 11月 

由比町編入 

５３ 由比町１１ ６４ 

５３ 

平成 21年改選 ５３ 

 

 

○平成 15 年 4 月 1日 旧静岡市と旧清水市の合併  

 

改正前の地方自治法 議員定数の上限 人口 50万人以上 90万人未満 56人 

 


